
 
令和８年６月１８日 

港 湾 局 計 画 課 

交通政策審議会 第１００回港湾分科会を開催します 
～港湾計画及び特定港湾施設整備事業基本計画の審議～ 

 
1) 港湾計画は、各港の港湾管理者が１０～１５年後を目標年次として、港湾の開発や利用等の方針、取   

扱貨物量等の能力、能力に応ずる港湾施設の規模及び配置等を定める計画です。国土交通大臣は、港   

湾管理者が変更した港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならないとされていま

す（港湾法第３条の３第７項）。 

2) 特定港湾施設整備事業基本計画は、特定港湾施設整備事業に費用を充てるための資金の融通をあっ旋

するため、国土交通大臣が定める計画です。国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業について、会計

年度ごとに、交通政策審議会の意見を聴かなければならないとされています（港湾整備促進法第３条

第１項）。 

 

記 

日  時：令和８年６月２３日（火）１０：３０～１２：００ 

場  所：国土交通省（中央合同庁舎第３号館）１１階 特別会議室（WEB 会議併用） 

主な議事：○港湾計画について（審議） 
・大阪港（一部変更） 

     ○令和８年度特定港湾施設整備事業基本計画（案）について（審議） 
 
 
○当分科会は傍聴可能です（会場・WEB）。会場でのカメラ撮りは会議の冒頭のみ可能です。なお、会場の

座席には限りがありますので、申込み状況によってはご希望に添えない場合があります。WEB 上での傍

聴につきましては、１社につき１回線とさせて頂きます。 

 

○傍聴を希望される方は、以下の申込みフォームよりお申込みください。 

申込みフォーム: https://forms.office.com/r/E3tABr5g9v 
     申込期限：６月２２日（月）１２時 

 

○会議後、会議資料、議事概要を国土交通省の下記ウェブサイトにて掲載します。 
 資料掲載ページ：https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s302_kouwan01.html 
 
 
 

港湾計画 1)及び特定港湾施設整備事業基本計画 2)について審議を行うため、令和８年６月２３日

に交通政策審議会港湾分科会を開催します。 

【問い合わせ先】 
 港湾局 計画課 芝、中尾 

    ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 46333）  03-5253-8669（直通） 

  メールアドレス：hqt-kouwankeikaku_s【at】gxb.mlit.go.jp 
         【at】を@に置き換えてご連絡ください。 

 

【取材申込】交通政策審議会 
第 100 回港湾分科会 



交通政策審議会港湾分科会委員 

敬称略、五十音順  

 

  飴野 仁子  関西大学商学部 教授 

石黒 一彦  神戸大学大学院海事科学研究科 准教授 

伊藤 聡子  開志創造大学院大学 客員教授 

今西 珠美  流通科学大学商学部 教授 

大串 葉子  同志社大学大学院ビジネス研究科 教授 

○ 加藤 浩徳  東京大学大学院工学系研究科 教授 

    加藤 雅徳  (一社)日本船主協会 常勤副会長 

  河端 瑞貴  慶應義塾大学経済学部 教授 

  久保 昌三   (一社)日本港運協会 会長 

  齊藤 由里恵  中京大学経済学部 教授 

  篠原 文也  ジャーナリスト 

◎ 多々納 裕一  京都大学防災研究所 教授 

  丹澤 俊夫 (一社)日本経済団体連合会 ロジスティクス委員会企画部会 委員  

  南 健悟  慶應義塾大学法学部 教授 

  本巣 芽美  名古屋大学大学院環境学研究科 特任准教授 

山田 忠史  京都大学経営管理大学院  院長（大学院工学研究科 教授 併任） 

    吉田 晃朗  トヨタ自動車(株) 物流管理部長 

 

◎ 分科会長 
 
○ 分科会長代理 


